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平成２１年度 第４回南丹市行政評価推進委員会 

議   事   録 

 
日 時：平成２１年９月１４日（月） 午後２時～午後５時２０分 

場 所：南丹市役所２号庁舎３階 ３０１会議室 

 

出席者：南丹市行政評価推進委員会 

四方宏治委員長、窪田好男委員、谷口和久委員、宮本美恵子委員、村上幸隆委員 

    事業担当者 

      西村市民部長、永塚福祉部長、東野教育次長、上原企画管理部長、伊藤市民課長、森本課

長補佐、今西課長補佐、勝山高齢福祉課長、井上係長、藤阪子育て支援課長、岸本社会教

育課長、中川八木支所健康福祉課長、吉田日吉支所健康福祉課長、市原企画推進課長、犬

石課長補佐、梶本総務課長、八田人事秘書課長、塩貝情報推進課長 

事 務 局 

大野総合政策担当部長、吉田室長補佐、野々口主任 

 
 
１．事務連絡（事務局より） 

 それでは、ただいまより第４回南丹市行政評価推進委員会を開催させていただきます。 
 本日の施策評価につきましては、第４章第１節｢ともに生きるまちづくりを進める｣、第 1 章第 3 節

の「生涯にわたって学び、活かす機会をつくる」、第 4 章第 6 節の「行財政改革を推進する」の 3 つ

の施策につきまして、それぞれ委員の皆様のご意見を頂戴したいというふうに考えております。 
なお、本日は出席の職員が多くなっております関係で、それぞれの施策ごとに職員が入れ替わり、

ご説明等をさせていただきたいと思います。最初の項目につきまして、本日出席をさせていただいて

います職員の自己紹介をさせていただきます。 
【事業担当職員自己紹介】 
それでは、進行につきましては、委員長のほうでよろしくお願いいたします。 

 
２．はじめに（委員長より） 

それでは、皆さん、こんにちは。委員の皆さん、たいへんお忙しいところ、第４回委員会にご出席

いただき、ありがとうございます。 
ただ今、事務局のほうから説明がございましたように、今日の検討事項が多岐にわたっており、部

課が分かれておるということで、従来とやり方を変えまして、1 時間ごとに区切っていきたいと思っ

ていますので、よろしくお願いします。 
それでは、事務局のほうから本日の配布資料につきまして、ご説明のほう、よろしくお願いします。 

事務局： 【補足資料について説明】 
３．議 事 

（１）施策評価について 

① 施策評価「第４章１ 共に生きるまちづくりを進める」 
委員長： それでは、早速ですが、本日の評価に入りたいと思います。 

先ほど説明がありましたように、本日は 3 施策ですが、第 1 番目は総合計画第 4 章第 1 節の

「共に生きるまちづくりを進める」という施策について、評価を行いたいと思います。 
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担当部局のほうから、施策の概要について、説明をお願いします。 
部局長： 【 施策の概要（現状報告等を含む）について説明 】 
委員長： ただいま、担当部局のほうから説明がございました。 

委員の皆さん、ご質問なり、ご意見、よろしくお願いします。なお、評価方法につきまして

は、前回同様に考えておりますので、よろしくお願いします。 
委 員： 確認をさせていただきたいのですが、地域センターとかいろいろな館があるのですが、それ

は直営で運営されていて、指定管理ではないということですね。 

部局長： はい、そうです。ただ、小規模館については、地元の部落問題を解決していくような地域の

組織があり、そこに委託をさせていただいています。大型館４館については直営でやっていま

す。 

委 員： 当事者参加というか、センターを活用されている方々の運営的な組織は館ごとにありますか。 

部局長： 今、立ち上げる準備をしておりますのは、運営全体について、どういう観点から取り組んで

いくのか、あるいは新しいアイデア、考え方を入れてそれぞれの施設の運営を改善していこう

ということで、運営審議会の制度が今年予算化もされまして、関係の皆さん方との協議も終え

まして、今、人選し、委嘱の準備を進めているところですが、運営審議の組織はあるのですが、

直接館の担い手として今後を担っていただけるような組織は、まとまってはございません。 

ただ、それぞれの地域の運動をする団体、解放同盟の支部長以下、地域の経済活動や女性、

高齢者の問題をどうするのかということを、組織的にもご検討いただいていますし、日常的に

は積極的に関与していただいております。館の事業を取り組むときには組織挙げて応援を、お

互いに協力しながら、館の運営をしているというのが実態でございます。 

委 員： 施策評価表の書き方について、そんなにおかしいとも思わないのですが、理想的には人権が

尊重され、差別を許さないまちづくりをしたいというのは、そのとおりだと思うのですが、実

際に事業の内容を見たり、お話を伺っていると、そういう地域センターというものを軸にそこ

で講座を開き、交流を図りながら、対処していくというようなことが方針にあるようで、その

へんがちょっと分かりにくい書き方になっているのかなと思います。 

人権が重要であって、差別をなくしていきたいということの手段として、地域センターの活

動を通じてというのが、メインのようですが、その辺のつながりが評価表を見ただけでは分か

りにくかったというのが感想です。 

ですが、今年度から施策評価に関して、施策評価表と事業評価表、事業活動記録がありまして、

特に事業活動記録が今回３つの施策同様に良くできていますので、それを拝見すると各事業で

どのようなことをされているのか、よくわかってよかったように思います。 

ただ、コミュニティセンターの関係で、参加人数が書いていないのがほとんどで、これは次回

には改めていただけたらと思います。 

例えば、どこのコミュニティセンターでも相談事業をされているということと、交流促進講座

ということで編み物とか生け花とか書道の会をされているわけですが、何人の方が来られてい

るのかということがどこも書いてありません。他方人権の講演会なんかでは、誰が講師で何人

来たというのが書いてあります。人数は分かることだと思いますので、是非書いていただけた

らと思います。 

というようなことを、全体で見たら思います。細かく見たら、事業ごと、年度ごとに急に経費

が変わっていることや、どこかで相談窓口を設けられたとか、利用者はどれくらいかとかが書

いてないので、伺いたいことはあるのですが、一番大きなところは、これだけの数の地域セン

ターが必要であるということが、施策評価表でもどこでも、あまり積極的に書かれていない。

何らかの必要性があるのだろうとは思うのですが、これだけ要るのだということをもう少し追

加でお話を伺いたいと思います。 
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また、生涯学習との関係もあると思いますが、一部やっていることがかぶってくる講座的なも

のもあると思いますので、そのあたりがどう整理されているのかということもあわせて伺いた

いと思います。 

部局長： それぞれのコミュニティセンターが何故必要かということは、ひとつは歴史的な経過がござ

います。 

といいますのは、同対審答申が出まして、それぞれの地域でたいへん劣悪な環境の中では、

一般地域には集会所などもあるのですが、多くの人たちが集まって話し合いするところもあり

ません。地域によっては風呂も十分にないので、入浴施設を持っていたところもございますし、

あるいは食生活に課題があるということで、積極的に料理室を作って、料理講座をしながら、

地域の生活改善を目指したところもございます。 

それから、コミュニティセンターだけではなく、併設して児童館がございますが、以前は学

力の問題を解決していくために補修学級を取り組んでいくような、教育集会所を隣接設置しな

がら、総合的に地域の生活水準をいかに引き上げていくのかということで、当初の役割は説明

しやすいというか、はっきりと課題が見えておりました。 

それが、段々地域の道路とか住宅とかの目に見える環境が、飛躍的に、多くの国費なり予算

を投入することによって、同和対策事業、地域改善事業が取り組まれる中で、物的な環境はど

んどん良くなってきたというのは事実でございます。 

その中でどうしても残されている課題というのが、自分たちの問題を自分たちで解決してい

く能力とか、あるいは近隣の人たちと共通した問題をともに解決する姿勢とか、あるいは子ど

もたちで言えば、進学したけれど落ちこぼれてしまうとか、就職しても戻ってきてしまうこと

などです。仕事を辞めて地元に戻ってきて何をするのかといったときに、きっちりとした、生

きていく力を身につけていただくとか、再就職の取組みをどうしていくのかということで、従

来は解放運動なり、同対事業を進めていく、いろいろなことを取り組んでいく拠点になってい

たところが、今度は時間をかけてでないと出来ない問題を取り組んでいく気長な相談活動を中

心とした事業の拠点として、まだまだ必要ではないかと考えています。 

いつまでも必要ではないですが、まだ必要であるということで、コミュニティセンターの中

で最も大切にしているのが、相談活動です。そういった取組みを中心として、施設活動が必要

であると考えています。 

特に、職員の配置については、地域の実態をある程度分かっている人間でないとダメですし、

広く社会的な活動にも参加して、いろいろな事業のつながりなども分かっている人が必要であ

るということで、それぞれの館には、そういった経験者を館長として配置しております。 

相談活動の回数というか、何件あったかということが明確に出来ていないことは反省しなけ

ればならないのですが、例えば、地域の中で言えば、極端な例を言いますが、アルコール依存

の方が酔っ払って包丁持ってきて、「仕事がない、どうしてくれるのか」というようなことを、

コミュニティセンターに怒鳴り込んでこられたときに、「やっぱりそれはアカンで」ということ

で、そこの家庭へ行って、生活の実態を指導しながら、相談にのるということは、全人格的に

全身で相手にぶつかっていくようなことですので、相談事業として１件ありましたというよう

にはカウントしにくいところがあります。 

待っていたら相談に来てもらえるというものではなく、トラブルをいかに解決していくのか

ということができる、ある意味では生活を正していくような部分もありますし、まだまだ差別

を受けたというような相談もあって、それをいかに相手も含めて解決していくというのは、対

症療法的な取組みではなかなかできないですし、きっちりと組織と相談をされたり、あるいは

みんなで話し合いをしながら解決していくということは、時間がかかることで、それを何件と

いうことでは、非常にカウントしにくい部分はあります。 
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しかし、学級、講座などはカウントしていかなければならないということで、以後出来るだ

け改めてまいりたいと思っています。 

それから、事業の中身の必然性が見えないということでございましたけれども、確かに詩吟の

必要性、カラオケの必要性が見えないという疑問であると思います。何をしようかということ

で、皆さん方に話し合っていただき、講師を探しながら、手芸をしたり、カラオケしたりとい

うカルチャーセンター的な事業を展開していますが、その中で地域の輪づくりとか問題解決の

話し合いなどを行っていますので、カラオケするのが目的ではなくで、その中でいかに、地域

の皆さん方、出てこない人は引っ張り出してきて、参加してもらって、その中で問題点を引っ

張り出して、積極的に解決していく力をつけてほしいというところに事業のひとつの特徴が見

られます。 

委 員： やっぱり、人数はほしいですね。いろいろ微妙なこところはあるにしても、どれくらいの方

が来られているのか、また、周辺地域との人数割りということになれば、より交流が図れたと

いうことになるのでしょうが、そこまではよいとしても各教室にどれくらい来られているかく

らいは、効果推定のためにはほしいと思います。 

委員長： 類似性の点はどうですか。委員からお話のあったほかの施策との共同で出来るのがあるので

はないかという意味かと思いますが。 

部局長： 教育委員会と市民部との役割分担を説明したら答になるかと思います。 

社会教育の活動の中で、いろいろな市民の方を組織化して学習に参加するというプロセスを

絶えず持ちながら、活動をしていますので、そういった意味では一定の学習、講座を行いなが

ら、役割を果たしていくということになります。 

市民部のほうにつきましては、組織的というよりも大きな講演会を企画したり、街頭啓発を

行ったりということで、不特定多数を相手にしながら事業を取り組んでいくということが役割

だと思います。 

ただ、お互いに気がついたことは補いながら取り組んでいこうということで、同じことを両

方でやっているのではなくて、補いながらよろう、気がついたことは指摘しあいながら取り組

むという活動のスタイルをとっています。 
委 員： 今の回答と関連するのですが、昨年度の事業に対する報告をいただいたわけですが、「共に生

きるまちづくりを進める」という施策で多くの部課が参画されて 1 つの形をつくっておられる

ことと思うのですが、横の課との連絡での不具合ですとか、組織自体をこんなふうに変えるほ

うがもっと効率があげるというようなお話はありませんか。 

部局長： 人権啓発教育推進協議会に我々も入っていますし、各課長も委員として入っておりますし、

事務局として、教育委員会も市民部も入っており、その中で市民の皆さんの意見も聞きながら

事業を展開していこうということで、一緒に啓発部会とか研究部会に入りながら、市役所の中

だけではなくて、会員の皆さんと一緒に話し合いながら、前回のこういう講演会はよかったか

らもう１度やろうとか、あれはちょっとまずかったからどうしようというような話し合いが出

来る素地があります。 

それから教育委員会が企画して取り組む講座などに市民部からも一緒に参加するとか、市民

部の講演会に教育委員会からも参加して、成果についてはお互いに理解をしながら取り組んで

いるというのが実際ですけれども、組織的には十分出来ていません。職員だけでの合同会議を

持つということはあまり出来ていません。そのあたりは今後改善していきたいと思います。 

委 員： 今日お配りいただきました地図のほうで、交流センターとかコミュニティセンターとか老人

センターとか、名称が違いますが、旧町からの引継ぎということかも分かりませんが、コミュ

ニティセンターと交流センターは中身が違うものですか。 

部局長： 旧園部地区の小規模館については文化センターといっていますが、大型館はコミュニティセ
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ンターです。八木町については文化センターという名称です。それから興風については交流セ

ンターという名称です。 

それぞれ名称のつけ方については、旧町時代にそれぞれのニュアンスを持ちながら取り組ま

れた内容で、コミュニティセンター的な役割を期待する名称であったり、地域の文化の拠点と

して取り組もうということで文化センターという名称、また興風の場合には混住地域でもござ

いますし、ここで交流をしながらお互いに理解し合おうというような、若干のニュアンスの違

いでつけられたものをそのまま継承しているというのが実態で、これからどうしていこうとい

うことについては、いずれ将来、こういうものが部落問題の解決に伴って、その役割を終えて

いくときが、いつか来るであろうということも思いますので、その時機を見はかりながら、あ

えて名称の統一などは考えていません。 

委 員： 老人会館とか老人センターがありますが、旧３町にはないのですね。 

部局長： 例えば、東部文化センターとは別に、少し離れたところに老人憩いの家という小さな施設が

あります。結局、一体で建てたので児童館と老人憩いの家が一緒になっております。 

児童館活動ということを取り上げていますので、施設の名称があがっていますけれども、そ

れぞれ老人憩いの家などは市で設置していますけれど、実質的に運営をいただいているという

ことであえてここで、事業としては取り上げてはおりません。 

委 員： 園部女性の館は、美山の方も八木の方も利用できるものなのですか。 

部局長： 旧園部町時代に婦人の皆さん方が集える場所をということで、女性の活動の拠点として、造

られたわけですけれど、どちらかというと手芸などのカルチャーセンター的な意味合いが強く

なってきています。 

合併後、4 町の誰でもが参加できるということで、まず取り組みましたのが、園部以外の方も

参加いただこうということです。 

現在は旧園部町以外の方も会員として、活動の拠点としてそこに出入りされております。現

在取り組んでおりますのは、男女共同参画カフェということで、男の人と女の人が同じくらい

の人数が集まって、話し合いをしようということを女性の館でやるのですが、集会施設なり、

男女共同参画の拠点にあるような役割が、今まで弱かった部分を変えていこうという取組みを

しておりますのと、女性のネットワークでホームページを立ち上げておりますけれども、それ

を編集していくのに必要なＰＣをそこに新たに設置しました。 

徐々に、カルチャーセンター、文化も大事ですけれどももう少し社会性を持たせたり、いろ

いろな人がもっともっと参加できる施設に変えていかなければならないという大きな課題はあ

りますし、現在その方向で取り組んでいますけれども、まだまだ不十分だとは自覚しています。 

委 員： それぞれの事業評価表で所属長の総括評価が記入されていますが、幅広く活用されるように

なったということから、もっと多くの方々に講座等に参加いただくためのＰＲが必要だという

ようにまとめられている事業が多いのですが、もっと活動が盛会に出来たり、多く集まってい

ただくためにどのようなことを考えているのかということを教えていただきたいと思います。 

部局長： 女性の館をいかに市民に広く利用される施設に変えていくうえで、「既得権」のように思って

いる女性の利用者が多いことが問題です。 

これは私たちの施設で、他の人は入れないというような閉鎖的な考えを持っている方もおい

でですので、今一番大事にしていますのは、その皆さん方に意識の変革をしてもらおうという

ことです。 

先般、「あなた方のやっていることはダメだとはいわないけれども、もっと違うことを取り組

んでほしい。」と、懇談の場づくりを提起し、また、「あなた方自身が外へ出てください」とい

うことで、特技を活かして、老人ホームへ自分たちのつくったものを持っていってもらって、

それを通じて交流を図り、外に目を向けてもらいました。旧城下町の空き家でテナントを出さ
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れ、リフォーム作品を安く皆さんに分けるような取組みをされたらどうかと提案しています。

現在の利用者自身の手であの施設を開放してもらおうという思いを持っています。 

外から変に強圧的に力を加えるとかたくなに拒否される恐れがありますので、そういうこと

を考えております。 

それから、各地域の人権研修会なども広がりがまだ足りませんし、もっとたくさんの方にも

参加してほしいということは、一方にはあるのですが、私どもの今の言い方は何人集めるとか

ではなくて、来てもらった人がいかに家へ帰って、また団体活動に帰っていいことを学んでき

たということで、たとえ５人でも１０人でも、少なくてもその人たちが周りの人たちを変えて

いくような力を少しずつ身につけてほしいということで、あまり人数にはこだわっていないの

ですが、役をする方が毎年交代しますので、不慣れなので、人の前であいさつをしたりするの

が苦手だという方もありますので、そのあたりを如何にお手伝いしながら、それぞれの地域に

入って取り組めたらよいと思います。 

今、私の頭の中にあるのは職員が手分けをして地域分担制を敷くこと。例えば旧小学校単位

でここを私が担当します。それぞれ地域の推進委員さんと日常的に親しくして、地域の人権学

習開催の手助けをするという取組みが有効だろうと考え実現したいと思っています。 

委 員： 地域分担制のお話しが出たので、それにまつわる布石なのかと思ったのですが、助言者体制

というように書かれているのですが、それはどれくらいの人数でどういう体制でされています

か。 

担当者： 助言者の体制につきましては、市役所の管理職を全員助言者として委嘱しておりますのと、

学校の校長並びに教頭を助言者に委嘱をさせていただきまして、集落なりの研修会のときに来

てほしいという要請があったときに出向きまして、研修のお手伝いをさせていただいていると

いうのが、助言者の体制でございます。 

委員長： まだまだご意見なりご質問があるかと思うのですが、時間が経ってきました。 

幅の広い施策ですので、もう少し使ってもいいかとは思うのですが、時間の関係もあります

ので、あと５分くらいで切りたいと思いますが、もしどうしてもということがありましたら、

お聞かせください。 

市民サイドからの自発的な、例えばＮＰＯまで行かなくても、そういう動きとか、組織とかは

特に出ていないですか。 

部局長：この近くに小桜町という行政区がありますが、そこでは自主的に住民の有志の皆さんが研修組

織を作って、継続的に集まっておられます。 

具体的な内容までは把握できていませんが、自分たちの地域のいろいろな活動もよくしてい

くため、福祉活動とか、イベント活動においてみんながそれぞれの能力を発揮できるような場

づくりに努めています。 

地域づくりも大切であろうということで、むしろ人権学習から地域づくりのほうに向いてい

くのではないかということで、これは極めて自発的な活動です。 

それから、解放同盟の中でも自分たちだけで組織をしていたのではだめなので、自分たちの

活動づくりも合わせてですが、ＮＰＯ作りの勉強会をしておいでです。それは、具体的には高

齢者の課題でありますとか、地域の安全の課題でありますとか、それらを解決していくことを

通じて、人材を集めていこう、あるいは周辺の地域も巻き込んでいこうという意図があるよう

です。 

そいうことのお手伝いを始めています。 

委 員： 人権啓発事業で、街頭啓発関係がすごく大きなイベントのようなのですが、事業評価表のほ

うで１，１８１千円であり、このうち１５４，５００円がビデオ代だということですので、８

月と１２月の２回で１００万ほど使っていることになりますが、これはどういうことにお使い
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になっているのですか。 

それと、ビデオがここにも出てきて、その次の人権教育事業のほうでも４８万円が出てきて

いますが、どうして２ヶ所に分かれるのですか。これが２つ目です。 

それと高齢者の虐待防止も重要だと思うのですが、昨年度からケースワーカーによる相談体

制を整えられたということで、件数ではないと思いますが、何件くらい１年間で相談があった

のでしょうかということについて、お答えをお願いします。 

部局長： 高齢者虐待の件ですが、予算が２００万増えまして、ケースワーカーを一人設置したという

ことで、２０年度の実績ですが、虐待の対応件数としまして１４件、継続しておりますのが、

９件と新規が５件となっております。 

相談の内訳ですが、社会福祉協議会からですとかケアマネージャー等々から、また介護等の

いろいろなサービス事業の方、警察、医療機関などいろいろなところからの相談を受けまして、

対応をさせていただいております。 

内容は、身体的虐待が一番大きいのと、あとは介護放棄、ネグレクトの関係が多い状況とな

っています。 

部局長：人権啓発事業については、主に街頭、駅頭などで何百人、何千人という方に、啓発の月間に合

わせて啓発物品を配っています。パンフレットとか、救急絆創膏や、濡れティッシュとか、い

ろいろなグッズを作成して配っていますので、金額も多額となります。年に２回くらいは出来

るだけたくさんの人に、人権問題にアプローチしていただく動機付けをしていこうということ

で予算を使っているというのが現状です。 

それから、教育委員会と市民部の両方でビデオを購入していますけれども、それぞれの立場

でいろいろ研究しながら買っていくほうが、いろいろな視点の教材が買えるのということで、

あえて両方で予算を組んでいるということです。 

委 員： 街頭啓発のほうは、そういう内容でよくわかったのですが、事業活動記録のほうにそういう

ものを配っているということが分かるように書いていただけたらと思います。 

委員長： まだまだご質問なり、意見があると思うのですが、時間の関係もございますので、ただ今か

ら、評価作業に入りたいと思います。 

方法は前回同様でございますので、いわゆるチェックポイントに照らしていただいて、それ

ぞれ優・良・可・不可という４段階評価をお願いしたいと思います。 

また、それに至ったご意見も含めてお願いしたいと思います。 

委 員： 今回の施策は、かなり地域ごとに違いますし、その状況を踏まえてどういうステップを踏ん

でいくかというようなことがあるので、ほかと比較してもっとこうだというようなことが言え

ないところですので、現状把握をしっかりしていただきたいということが１点です。 

南丹市の中でもきっと違うと思うのですね。さっきみたいに地域づくりのほうへ進行してい

こうという地域もあれば、旧態どおりが居心地いいから、皆さんなんでもお世話してくださる

から、解放同盟によりきりというところもあったり、いろいろあると思うのですけれども、そ

ういう中で今後地域分担制も入れていこうとか、現状ですでに助言者体制も頑張って研修され、

つくっておられるという点については頑張っておられるということで、評価したいと思います。 

ただ、将来の展望について、共有できているのかどうかというところだと思うのですね。恐

らくは、人権活動から、今のところ人権啓発を基軸にして、そこからそれぞれの自治づくり、

住民自治の体制づくりというところを狙っておられるのだと思うのですが、その辺のストーリ

ーが見えにくいと思います。 

何年という目標設定をして出来るものではないのですが、その辺の展望がもう少しわかりや

すいほうがいいと思いました。 

それと、住民側にするといろいろな役が降ってくるが、これは他所の地域で多いのですが、
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もしかすると金太郎飴みたいに出てくる人はみんな一緒で、肩書だけ一人で６つも７つも持っ

ているということが、起こりがちなのですが、その辺を注意していただいて、出来るだけいろ

いろな方が役につくような形にもっていくことで自治が進んでいくのかなと思っていますので、

その辺を注意してチェックをしておいていただきたいという意味で、私の評価としては頑張っ

ておられるということで「良」でいかがかなと思います。 

委 員： 私は「可」ということにしたいと思います。 

もちろん、たいへん重要な問題でありますし、男女共同参画とか、高齢者の虐待の問題であ

りますとか次々新しい問題も出てくるのに、対処されているというのはよいことなのだろうと

思います。 

ただ、今回の資料をいろいろ拝見して、最初に申し上げましたけれども、多様な施設で、様々

なプログラムを用意して、きめ細かくやっているというように捉えることもできるし、他方資

料を見ただけでは、それが効率的、最適に配置されているのかが分からないというところがあ

って、外部評価委員としては、それが市民に対してわかりやすく示されているのかどうかとい

うところを重視してもいいのかなということです。 

繰り返しになりますが、中身としては、これからの課題としても、特に同和の関係でも周辺

住民とのつなぎを図っていくということ、そしてエンパワーメントしていくというのが大事だ

ろうということで、そのためのプログラムをされているというのはいいのですけれども、それ

が毎年前進したのか、していないのかということが分かるような材料が、せめてこういうとこ

ろでは提示されたらいいと思います。 

すごく頑張っていますといわれたら、もはや信じるしかないという状況になっていますので、

そのあたりが難しいながらも、もう少し工夫がないかなと思います。 

あとは、たくさんある施設が今の時点ではまだ必要だということで、そうなのだろうと思う

のですが、時間の経過とともに、うまく、最適に配置されていくということを是非お考えいた

だきたいということを考えております。 

委 員： いただいておりました資料と、本日いただいた資料だけでは、なかなか分かりにくいところ

が多くて、事業活動記録として添付いただいているものも中身をお聞きすれば分かるのでしょ

うけれども、例えば文化教室をされているのが、市民課の担当であったり、健康福祉課であっ

たりするが、市民感覚からすると何故課が分かれているのか分かりにくいです。 

また、生け花をするところがあったり、手芸があったり、地域の特性だと思うのですが、そ

ういう教室に何人くらい集まられて、どれくらい地域の交流に役立っているのかということが、

予算的なものも含めて分かりかねるので、この資料だけでは判断できないと思います。 

当然、旧町からの流れもありますし、新しい時代に対応する幅広いところをカバーされます

ので、部局がまたがっているのだと思うのですけれども、今後にわたって、どういう組織改革

をされるほうが、今後の事業に対して、より効率なのかをお考えいただくほうが市民にとって

も分かりやすいと思います。 

たくさんのことをされていますので、次への希望を込めまして、「良」という判定にさせてい

ただきたいと思います。 

委 員： 南丹市の考える目的は明確なのですが、それで対策をしなければ女性とか子ども、障害者、

高齢者、在住外国人などいわゆる弱者といわれている人の公益というものが減っていくという

ことだが、それが何故おきたのかというと、人権意識が低いから、浸透していないからという

捉え方をされています。 

人権意識が低いからというのであれば、啓発をすれば直るということになりますが、それだ

と今まで、それで直ったのかという捉え方が出ていません。 

人権啓発ビデオなんて、はっきり言って役に立たない。本当に大事なのは、市役所でする話
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かどうか分からないのですが、そういうときの救済だと思います。 

それともうひとつ、これもちょっときつい言い方ですが、対策をしなければこういう弱者に

対する暴力とかが増えるという部分が、現実に、女性であるとか、子ども、高齢者に対する虐

待とか、障害者、施設の中での虐待とかがすごく増えているわけですね。性同一性障害とか。

ものすごくマイノリティな人というのが増えているわけですね。 

にもかかわらず歴史的経緯はあるかもしれないけれども、同和事業に偏りすぎている。 

もうひとつ気になることは、女性の総合相談窓口が未設置になっている。女性の館というの

があるのであれば、例えばＤＶの駆込み寺みたいなことをやっているのかと思ったら、そうで

はなくて、単なるカルチャーセンターになっています。 

総合して何が言いたいかというと、単に既得権を守ってきただけではないのですか。きつい

いいかたですが、事業評価表の総合評価でものすごく抽象的なことが書いてあって、将来が見

えていません。 

だから、その辺のところを、同和事業も大事だと思いますが、全体としてハンディキャップ

を負った人の対策としてのスキームが見えてこない、こういうことをして、どういう効果が出

ているということが全体に見えてきません。 

歴史的な流れがあるので、それはよくわかるのですが、評価としては「可」と思います。 

委員長： 評価が「良」と評価された委員さんが２名、「可」の評価が２名ということで、評価が２つに

分かれました。 

私のほうでこれをどちらかに決めなければいけないわけですが、私も各委員さんの評価を聞

いておりまして、いろいろな施設が各地域に存在していますが、これらの活用の実績と今後の

展開、特に指定管理者とか市民参加とかを含めまして、将来の方向性が見えてこないというこ

とがございます。 

それから、もう１つは今後の幅広い施策に対する地域住民の評価、あるいは受け入れについ

ては、どちらかというと市民主体で、市はそれらを応援していく、市民が主人公ということに

なっていくと思うが、そういった面で市の方針にもあります市民との協働という部分が、この

施策の具体的な計画の中に出てきたら、良いと思います。 

いずれにしても、具体的に書きにくい施策なのかも知れませんが、事業を市民の評価を受け

ようと思うと、ある程度具体的な資料を出していかないと、市民の評価を得られないという部

分があると思います。 

やや具体性にかけるということで、「可」にさせていただきたいと思います。 

たいへんな問題ですので、過去から頑張ってこられたことはよくわかるのですが、歴史も重

ねていますから、今後はもう少し違った展開を持っていただきたいということを含めまして、

当委員会の評価としては「可」という評価にしたいと思います。 

本日の、第１施策としての「共に生きるまちづくりを進める」という施策の施策評価は「可」

ということにさせていただきたいと思います。 

それでは、冒頭に言っておりましたように、２番目の施策は部局が変わりますので、５分間だ

け休憩させていただきます。３時２５分からということでお願いします。 

【  休      憩   】 

 
②施策評価「第１章３ 生涯にわたって学び、活かす機会をつくる」 

委員長： それでは、本日２番目の第１章第３節「生涯にわたって学び、活かす機会をつくる」という

施策の評価につきましての作業を行いたいと思います。 
まず、この施策につきましての概要等の説明をお願いします。 

事務局： その前に、出席者で代わっている職員もおりますので、再度自己紹介をさせていただきます。 
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【事業担当職員自己紹介】 
委員長： それでは、概要説明をお願いします。 
部局長： 【 施策の概要（現状報告等を含む）について説明 】 
委員長： ただいま担当部局のほうからの説明がございました。委員の皆さんからのご意見なり、ご質

問を受けたいと思います。 
委 員： 外部から来たものということなので、事情がよくわからないところはあるのですが、率直に

言って、合併をしたわけですね。合併したのに何も変わっていないということであれば、何の

ための合併したのかよくわからないということもあります。 

先ほどの人権施策は分からないこともなかったのですが、こちらのほうになりますと体育施

設として学校の施設をオープンしているのは構わないのですが、体育館ですとか、運動公園で

すとか、プールとかが旧４町それぞれあるという状況で、かつ今の説明ではそういうところを

舞台に、どちらかというと旧４町の枠を超えて交流してほしいということがあるのなら、旧４

町ごとに施設があるという趣旨がよくわかりませんので、一般的には統合していくべきじゃな

いかと率直に思います。 

そうでないのならば、それでもやっていけるとか、こういう意義があるとかという説明が必

要で、地理的に広域でもあることから、気楽に使える施設があったほうがいいという説明では

ありましたけれども、率直に言っていかにも多すぎるという印象は拭いがたいですね。 

とはいえ、急にどこかを廃止して何かに転用できるのかとか、費用対効果はどうなのだとか、

いろいろ考えていく必要はあると思うのですが、少なくとも、そろそろそういうことを本格的

に、長期的な展望で考えていくような体制なり、何なりは要るのではないかということを思い

ます。 

図書館とかでも、全域に要るのでしょうか。例えば、広域とはいうものの前提として、分か

らないなりに、旧美山町とそれ以外の地域を考えたら、美山町から出てくるのは確かにたいへ

んでしょうけれど、それ以外のところでは、こういう施設は１つあれば十分なのではないでし

ょうかというのが、外部から見ているものの感覚です。 

図書館なんかでも、１つと美山に分所が１つある、あるいは中央に１つとあとは巡回図書館

というか配達すればいいのではないでしょうかということを、将来的には思いますし、プール

とか運動公園といったものも、利用数が明らかに多すぎるというなら別ですけれど、１つずつ

あったら十分ではないでしょうかということを率直に思います。 

来年からそうしましょうという提案ではないのですが、少なくともずっとこのままというわ

けではないと思うのですが。そういった点についてはどう思っていますか。 

部局長： 南丹市は緩やかな合併ということで、それぞれ総合支所方式で支所を残している中で、窓口

のご不便をかけないという形で動いております。 

そういった中で、それぞれの施設がそのまま閉じずに、オープンしております。 

その中でどれが要らないということではなく、今後、社会体育でしたら、体育協会も出来て

おりますが、まだそれぞれ支部がございまして、完全な一本化になっていないというのが現状

ですので、そういった使う側、協会的なところからひとつにして、施設のほうを野球は野球専

用といった形で種目別でも出来るかなと思っていますが、総合支所がある以上は施設だけをす

ぐに統合できないということがあります。 

ただ、体育館につきましては、老朽化している体育館もございますので、今後は大規模改修

ではなく、違った面での利用の仕方を考えていくべきだと思っています。 

それと、図書館ですが、４つあって、それぞれが別々になっていましたので、システムを統

一しようということで、これについては近いところで借りて、近いところで返せるという利点

がございまして、たまたま美山の人が園部へ来られたときに園部の図書館で借りても美山で返
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せるということがございますので、そういった行動範囲の中で十分に活用していただけると思

っています。 

公民館的な施設につきましては、それぞれの公民館が同じことをするのではなく、それぞれ

テーマを持ったような形で生涯講座などをする中にも、男性なり女性の中身を分けていくとか、

いろいろな形で模索すれば、分散ではなく、１つの施設に集まってもらえるということも可能

でございますので、社会教育課としては、今後そういう方向で事業計画をしていこうとは決め

ておりますが、近くにありながら、遠いところへ行かなければならないといった場合に、交通

の便の問題もありますので、その辺も考慮しながら、緩やかな中で、事業計画としては考えて

おります。 

委 員： 委員会の中での話しだと思うのですが、このような大きな話を社会教育課の中で、主体的に

検討を進めてください、評価ですから評価表を使って考えてくださいというのは無理無茶な話

だとは思うのですが、何の問題提起もないままだと、このまま変わらないのではないかと思い

ますので、私としては今やっておられることに関しては細かなところでもう少し工夫が出来る

ところがあるのではないかと思います。 

中長期的な展望でどうしていかれるのかを考える枠組みをつくったほうがよいのではないか

と、市全体に向けてはそういう提言をしたいと思いますし、出来れば委員会としてもそういう

ことをいったほうがよいと思います。 

委 員： 地域総合型スポーツクラブが２クラブあるということですが、これは将来的な方向付けも踏

まえた中で、ヨーロッパであるようなクラブ組織でスポーツを市民がやっていくような方向ま

で考えておられるのか。そこまでは難しいのか。行政としてはどういうふうに考えておられる

のか。 

というのは、スポーツというのは押し付けられてするものではなくて、自分で体を動かした

いから、どこかに集まって何かしようというもの。 

そのときにハードとして何かを、行政として援助できるものはあればいいかもしれないけれ

ども、自主的に何をしたい、これをしたい、サッカーをしたい、野球をしたいというのが集ま

る。ヨーロッパのスポーツクラブはそういうもので、自ら作っておられる。 

ここに書いてある総合スポーツクラブの現状は、当然そこまでいっていないと思うのだけれ

ど、そういうふうに育てようというか、方向付けをどう考えておられるのかというのが１点と、

図書館の貸出の回転率が悪いですね。これはどうしてなのでしょうかね。せっかく近くに施設

があって、遠くで借りて、近くで返してもよいとされたのに、図書館の利用状況では蔵書が多

くて、それはいいと思うのですが、それはなぜかなと思います。 

折角あるのであれば、借りておられないのはなぜかなと思います。その辺の現状認識はどう

されていますか。 

先ほどの、統合するとかしないとかとも関連しますが、近くにあっても使わないのであれば

統合すればいいという議論になるのではないかと思います。その２点です。 

担当者： まずスポーツの関係でございますが、総合型地域スポーツクラブというのは、文部科学省が

平成７年度から１５年度までの９年間で、こういった活動を進めていくということで、１つは

子どもから高齢者まで多世代、そしてまた、様々なスポーツを愛好する人々ということで多種

目、そして初心者からトップレベルまでということで多指向のような形で進めていくという形

で、今八木と日吉で活動してもらっています。 

これについては、市の体育振興も含めてですが、競技スポーツについては協会とか連盟とか

の勝つスポーツ、専門的なところについては、そういったところで、また市民レベルでの体育

については、体育推進委員さんという形で、各集落に推進委員さんをおきながら、地元でも運

動会をするとかいろいろなかたちで体育・スポーツを地元に広めてもらうという形での取り組
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みも平行して、進めているといことでございますので、これについては両面で、健康増進も含

めて、考えていかなければならないと思っています。 

それと、図書館の充実の関係ですが、利用状況については、人口そのものが３４，０００か

ら３５，０００弱になってきているということで、利用面では旧町のときからいろいろな提案

もしながら進めているところですが、これがどんどん利用が増えるということではなしに、や

はり稼働率を増やしていく、そして身近な図書館として、図書を借りてもらうだけではなく、

幼児から図書に親しんでもらえる読み聞かせ等を図書館に取り入れて小さいうちから図書に親

子が親しんでもらえるような取組みを進めているというところでございます。 

大人が借りる利用率があがればそれでよいのではなく、子どもからそういう活動を進めてい

る状況でございますが、利用率については分析しながら、考えていかなければならないと考え

ています。 

委 員： 生涯学習の施策は、一体いつまで、どこをゴールにして行政がやり続けるのだろうと、常に

思うわけですね。 

さっきの人権の問題も一緒だと思うのですが。それから、それぞれの施設の運営自体も行政

が何もかも、講座の面倒を見たりではなくて、自主的な活動を促し、自分たちであまりやらな

かったら、そこからは撤退するというようなこともあってもよいのではないかと思っているの

ですけれども、その辺の展望としてどう見ているのかというのが１点。 

それと、体育施設を指定管理にするときにとても難しいのが、どっちを向いて指定管理をし

てもらうかだと思うのですね。南丹だけの施設でないという位置づけもあると思うのですよ。

日吉の運動広場とか言うと南丹のためだけではない、要は広域的な利用が図られていかないと

なかなか維持管理できないような大きな施設だと思うのですけれども、この辺を踏まえた指定

管理をどのようにお考えになられているのかということですね。 

例えば、外部のイベントに活用しようということが中心になると、プロレス呼んできたら興

行収入が上がるのに、内部が中心になるからそういうことがなかなか打てないということを、

民間の側だったら思うわけですよね。 

もっとすごいイベントをやりたいと思っても住民優先で、何とか優先でとなると、そういう

ことが出来ない。それで結局、すばらしい施設も安い値段で使われる方たちのためだけが中心

になって、指定管理のほうはなかなか儲からないから、２期目からは撤退する。 

今ミズノさんが入っておられるみたいですけれども、そういうこともあり得るという心配も

していますが、その辺の使い分けの仕方をもっと戦略的にしないと、もっと違う、生涯学習だ

けじゃなく、地域戦略の中で、これだけの体育施設をどう使うのかというところが見えてこな

いと思います。 

私たちは外から来て使わせていただいていたほうだったので、そういうところをうまくされ

ると、先ほどの意見みたいに統廃合という方向ばかりではなくて、もっと活用して地域振興み

たいな話もあるのだけれども、今日企画推進課の方もおられるのは、そういう狙いもあるのか

と思うのですが、その辺が見えてこないというのがあります。この２点が気になります。 

部局長： まず生涯学習の関係で、例をとりますと、八木公民館ですと公民館のいろいろな形の運営を、

いろいろなサークルが１つの団体を作られて、そこにお任せをするような形があります。 

そして、園部の公民館はいろいろな講座を進めますが、卒業すると同時に自力で、その講座

がサークル化していくという形で進めておりまして、行政が何をするかというとサークル化出

来ていない講座とかサークル化出来にくい講座を考えながら取り組んでいるというのが実態で

ございまして、園部でしたら、サークルがそのまま文化協会の会員になっておられて、かなり

大きな団体が１つの文化協会になっています。 

八木と園部のサークルの使い方は違いますが、やはり自主的なサークルで、南丹市内から集
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まっているサークルが増えつつあります。 

当初のサークルがどういう形であっても、例えば、八木公民館を中心にするとか、美山を中

心にするとか、その中身によって振分けをしながら、施設の重複をしない形での使い勝手が出

来るという形で、すでにサークル化が進んでいますので、自主的な活動が生まれているという

ことでございます。 

それと体育施設のほうですが、八木のほうの施設はすべて八木の体育協会、ＮＰＯになって

いますが、そこが指定管理をしています。 

これは他所の話ですが、民間が指定管理に入りますとなかなか地元や行政が行事を組むとき

に体育館が取れません。 

そういうことがありますが、体育協会の関係ですので、一緒になって事業を進める立場にお

りますので、年間事業のすべてを長期的な中で組みながらの取組みと、体育協会ですので、自

らの視点でいろいろな形の取組みを身近なところで意見を入れながら、それを独自でやってい

けることから、体育館等の空スペースをなくす中で、やってもらっています。 

その果実というか、運営で出たものについては、地元の体育協会なりの実際に関わってもら

っている団体へお返しするという形でうまく出来ていますので、それを南丹市全体に広めるべ

きだということで、他の、日吉と園部でどういった指定管理が出来るかということで検討して

います。 

ただ、指定管理となりますと公募という形になりますので、そういった中でどういう仕様書

を書いて、市と一緒に進んでもらえる指定管理にしていくかということが今後の課題かなと思

っています。 

委 員： 指定管理制度というのは、どういう制度で、指定管理制度をすることによって市としてどう

いうメリットがあるのでしょうか。 

事務局： もともとは、公の施設は地方公共団体が管理をしなければならないということが自治法上決

まっていました。 

ただ、地方公共団体以外にも管理を委託することができるという除外規定もあるのですが、

その除外の範囲も公共的な団体ということで、結局地方公共団体の息のかかったところでない

と管理が出来ないということできていました。 

しかし、平成１６年に自治法が改正されまして、公の施設についても民間の者も管理をする

ことが出来ると、公の施設にも民間のノウハウを取り入れて、効率的効果的な施設運営を促し

ていこうという法律改正がありまして、それが実際に施行されたのが、１８年９月からという

ようなことで、今までの公の施設の縛りを緩和して、民間を含めて営利法人や任意の団体でも

管理をすることが出来るようになったというのが指定管理者制度の導入のもともとの発端です。 

そこで、市のほうとしても基本的には競争の原理を働かせて、今までの利用形態からオープ

ンな形でやっていこうという形で現在も進めていますが、なかなか法律の改正と施設の利用実

態とが合わないという部分もありますので、今なお直営にしている施設や従来から公的な団体

に引き続き管理を指定しているというような事態が見られます。 

基本的にはそういう形で公の施設を出来るだけいろいろな団体に管理を委ねていくというの

が法律の趣旨であります。 

委 員： 指定管理することによって、市のほうでどういうメリットがありますか。 

事務局： 直営でありますと、基本的にはそこに職員を張り付けなければならないとか、行政の職員が

すべて司るということになりますので、多額の費用がかかります。 

しかし、指定管理者にすると、民間を含めたいろいろな団体が管理をするということになる

と、経費の節減も図れるのではないか、従来職員がすべてやっていたのが、民間のノウハウに

よって経費の節減が図れるのではないかということ。 
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もう１点は、公の施設の利用形態も民間等の団体のノウハウによって、役所的な発想から幅

広い活用形態、施設の活用形態が図っていけるということが、基本的なメリットという形で整

理がされています。 

委 員： そうすると、指定管理になりますと今のようなメリットは市のほうにはあるのですが、体育

施設とか、今日の資料から利用者数があがっているのもあれば下がっているのもたくさんある

が、下がっているところで指定管理を委託したとして、民間の方が入られて伸びてくることも

あるでしょうけれども、料金とかは独自で設定できるものなのですか。 

事務局： 基本的に料金を徴収するということは、団体が行うことは出来るというようになっています。 
けれども、利用料の設定自体は条例で定めておりますので、条令が基準ということになりま

すので、指定管理者が自らの裁量で全部決めるということは出来ないことになっています。た

だ、条例では上限を定めて、その範囲内で指定管理を受けた団体が利用料を設定したり、料金

を徴収することは出来ます。 
基本的には、あくまでも市の施設ですので、条例が基本になります。 

委 員： 条例がある以上は、それを超えた運営は出来ないということになるわけですね。 
先ほどの説明にあったように、指定管理にすると市のほうで使おうとしても使えない状況も

出てくるということですが、それは制限をつけることも出来るのですか。市の行事が優先する

というような契約になるのですか。 
部局長： それについては、最初の仕様の中で記載しながら、普通でしたら３ヶ月前からでないと貸付

できないところを、市の年間行事を早めに出して、市の事業については１年分前倒しで日を押

さえるとか、そういう仕様書によって、契約を結ぶ際に制約をつけるということも出来ます。 

利用料は条例で上限が定まっていますので、それより安くするというのは可能です。 

それとあわせて、休んでいる施設、空いている施設に、また違った、体育館でしたら、ご婦

人層の体操とか、ヨガを入れるとか、教室的なものを指定管理者が入れることが出来ますけれ

ども、市が体育館を直接貸し借りしているときには、借りられるところでしか、利用面がない

ので、行政では利用を促進するという形が出てこないわけです。 

指定管理のほうはもっと利用させて、利用料を取って、有効に使おうというノウハウが出て

くるので、利用人数の多少凸凹があるかもしれませんが、運営そのものは、八木の場合はうま

く行っています。 

委 員： 今後、指定管理制度を拡大していこうというように書かれていますので、対前年比で減って

おるようなところで、料金の上限設定があって、受けられるところはまだまだたくさんあるの

ですか。 

部局長： その辺はまだ見えてこない部分はあります。 

ただ、まったく営利を目的にするような施設ではございませんので、利用者数があって、意

義が成り立つところですので、体育協会とかにおろしていくようなことも含んで考えています。

市がすべき生涯スポーツを体育協会にしてもらえるということも可能ですので。 

委 員： 例えば、雨漏りしたとかいうのは、指定管理を受けたほうの企業さんがされるのですか。そ

れとも、市がされるのですか。 

部局長： 簡易な修繕は指定管理者ですが、市の建物ですので、大きな改修等は市が行います。 
委 員： 利用者数が減少してきている要因は分析していますか。例えば、社会体育施設利用状況で、

対前年で減っているところも多々見受けられますね。 
担当者： 体育施設の利用状況の中で、減っている理由があるものもありまして、合併の際に学校施設

の体育館の利用料を統一しました。 
美山はタダでしたし、園部は海洋センターの使用料と一緒でした。 
これの真ん中を取りまして、海洋センターの使用料の１／２となり、園部の場合ですと海洋
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センターのほうが利用しやすかったのですけれども、利用料が安くなった関係で安い体育館の

ほうへ流れているという実態がございます。そういったことで一番上の海洋センター体育館と

したら、１８から１９の比較ということではそういう理由があります。 
その下の陸上競技場で、４１８１から１２０４４となっている関係につきましては、陸上競

技場は園部の中学校のグランドがございませんので、体育の授業等で陸上競技場を使っていま

すが、その中学校の利用が１８年度には約５０００人カウントされていませんので、差が出て

おります。 
委 員： 今度は、図書館の関係ですが、園部の中央図書館はどこにあるのですか。駅の近くですか。 

部局長： 国際交流会館の道側の１階にございます。その２階が博物館になっています。 

委 員： なかなか美山で借りた人が園部に来て返されるというのは、難しいかなと思うのですが、場

所の問題と、日吉もそうなのですけれど、小中学校と一駅はなれているということで、利用が

難しいのかなと思います。 

それは、今あるものですから仕方のないことですが、例えば、ネットワークがつながってい

てこの図書館にはこういう本が入りましたというような広報活動みたいなことはされています

か。 
部局長： 南丹市には有線ＴＶがございますので、その中で図書館便りという形で放送したり、お知ら

せ版を出したりしています。行事そのものもお知らせしています。 
委員長： 行政の中で、スポーツ振興と健康管理について、具体的に予算措置も含めて、取り組んでい

る市町村が多いと思いますが、具体的に健康保険料の節減額とスポーツ振興に使った金との関

係は考えていますか。 

お金を出してでも、市民にスポーツをどんどんやってください、お金も使ってくださいと、

その代わりこっちが減ったという取組みをしている市町村が結構ありますが、その効果がある

ということでね。 

部局長： 歩こう会とかを行い、体を元気にして、医療費を少なくしようということで、健康課のほう

で取り組んでいます。 

社会体育のほうは、どうしても健康面ではなく、スポーツというのが表に出てきてしまいま

すので、ニュースポーツをしながらでも、なかなか集まりがしにくいところがあります。 

しかし、ジョギングや歩くという場所を設定しながら、例えば、京都のどこそこへ行って歩

こう会をするという形になったら、かなり参加者も多いようですので、それについては平行し

て、市長部局と教育委員会部局とで生涯スポーツ、体力増進の関係については、今後協力的な

形で進めたいと思っています。 

委 員： 市内にスポーツクラブとか英会話学校とかの民間のものはありますか。 

部局長： 亀岡にはありますが、南丹市にはありません。 

委 員： 逆に言うと、これだけあると民間が出てきようもないという気がするのですね。 

言いたいのは、教育委員会の社会教育ですから、他の委員さんからもありましたけれども、

今行政がやることの中で、明らかに民間とかぶってきている部分ですね、スポーツだとか、英

会話教えるとか、ＰＣ教えるとかというのは。 

何故行政がやるのか、どの部分をやるのかというしっかりした考えを求められるところです。

その点はいかがですか。 

何となく行政で、スポーツ施設があって、指定管理などで運営費を削減しつつも、施設があ

る以上なるべくたくさんの人に利用してほしいというのがあって、他所の市にいっても全部さ

れているのですけれども、そもそも何故行政がテニスコートやって、プールやって、英会話教

えて、「何故ですか」といえば、「いや、それは・・・」という話になりがちなのですが、そこ

のところですね。 
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例えば、生涯学習でも、私が大学の人間だから言うところもあるのですが、大学でも最近地

域貢献ということで、是非来てくださいといって、講座を打っているわけですが、考えように

よっては、学びたい方が電車とかで行っていただいてもいいというような気がするのですね。

これを見ていると、基本的に市内で、市が全部お世話しますというような形になっているよう

に見えるわけです。 

それはいい部分もあるでしょうけれど、無駄といえば無駄、あるいはお金がない場合には考

え直さなければならないということも出てくるのではないかと思います。 

委員長： まだまだご意見等あるかとは思うのですけれども、時間ばかり言って申し訳ないのですが、

４時を少しまわっておりますので、このあたりで評価作業に入らせてもらいたいと思います。 

それでは、まだご意見があるかと思いますけれども、本日２番目の施策の評価作業に入りたい

と思います。委員さんの評価をよろしくお願いします。 

委 員： 「可」ということにしたいと思います。 

これについても、去年やられたことについては、いろいろ工夫もされて、できる範囲でとい

うことであれば「可」、場合によっては「良」でもいいと思うのですが、３６，０００くらいの

人口規模があって、この施設が多すぎると思います。 

合併の経緯上ゆるやかにということでされてきたと思うのですが、それでも４年とか、これ

から何年か経っていく中で、そろそろ何か展望を示して、さっき申しましたように行政はどう

いう役割を民間との中で考えられて、当然広域ですから何でも１つずつというわけにはいかな

いと思うのですけれども、どれくらいの施設を持つとよいのか、ニーズと将来持っておきたい

キャパとかを考えて整理していく体制を真剣に考え出すべきなのではないかと思います。 

正直、ここに一番大きな施設もあるわけですし、お金もたくさん使っているのですけれど、

それぞれの公民館等の利用率からキャパが過大なのではないかと思いますので、そうした点を

どういう体制がよいのか分かりませんけれど、作ってしっかり検討すべきかと思います。 

委 員： いつも評価をする際に悩んでしまうのですが、旧４町のものを市になって、地域住民の方は

体育館ひとつにしても、今まで町として単独であったのが、市になってなくなる、潰してしま

うというのは、市の管理職の方々としては考えられないことだろうと思うのですね。今の段階

では。 

そうしたときに、旧のものを残しながら如何に効率よくするかというところで、お考えいた

だいているとなると、「良」という形で考えたいと思います。 

文化祭も合同で開会式をした、図書も別々のシステムで管理していたものを統一して住民の

方が利用しやすいようにしたというように、それぞれひとつずつあがってこられていると思い

ます。 

公共施設の指定管理制度にということは、あまり安易なところでいってしまったときに、こ

ういう不景気の状況の中でどこまでどうやってもらえるのかということと同時に、民間が出来

て何故市が出来ないのかということが、民間の立場だからいえるのかも分からないのですが、

民間の知恵を出させながら、ここは地域にあったこういう活動をしましょうというような形を

考えるのも一つかなという思いがあって、「優」ではなく、「良」という形にさせていただきた

いと思います。 

委 員： 書き方にしたら、さっきのよりもたくさん書いてあって、ちゃんと捉えておられるので、「良」

にしたいと思うのですが、将来戦略をどうするのかということが見えないですね。 
さっきもスポーツ振興計画もまだ作ってないといわれていましたけれども、この辺とっても

作りにくいところにあると思います。 
総合地域型スポーツクラブも、これはやれとはいわないけれど、やったらと言ってきている

施策ですから、それはそれなりに意義があるからこういうプログラムも入れていきましょうと
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いうことになっていると思うのですが、行政の熱と住民の熱の乖離が割りとあるのかなという

感じがしないでもないなと思うのです。 
そういう意味では施設を十分活用していくという点を住民と共有して、例えば老朽化して改

築するというときに、もういいだろう、そこにお金をかけなくてもいいだろうという判断をし

てもらうのか、いやいやお金をかけようというふうにしていくのかというところの、腹積もり

みたいなことが弱いのかなと感じます。そのときはしっかり考えるということもあるのかもし

れないですが。 
これだけの施設をこれだけの規模で維持するのはたいへんだから、できるだけ自主活動をふ

やして、やろうと思えばいろいろな施設があって、そこと相乗りが出来るから、あるいは本当

に残したいのなら、先ほど委員長が言われたみたいに医療とか福祉の関係とタイアップしてや

っていくとかというところの取り込みが弱いというふうに見えますので、そこを早く長期計画

を作っていただいて、問題提起をもっと住民自体にして、どうするかということを問いかけて

いかないといけないのかなと思います。 
これらが次の評価シートには絶対に織り込まれているということを期待して、「良」でいかが

かと思います。 
委 員： 事業評価表とか事業活動記録を見ていると、先ほどの事業に比べるとはるかに分かりやすい

という面では評価したいと思います。 

ただ、先ほどの事業と一緒で、皆さん言われているように、旧４町をそのまま引継いでいる

だけということと、生涯学習といいながら、どうもスポーツに偏っている、しかもスポーツの

施設管理に偏っているという部分をどう考えるか。 

施設があって、使えるのはよいでしょうという部分があるが、本当にスポーツしたい人はい

るの？いなければ市がやらなくてよいでしょ。やるとすれば運動することで国保料を減らすと

か、そういうメリットがなければ、極端にいうと、行政からスポーツをやれといわれてやるも

のではないと思う。 

本当にニーズがあるのかなという部分が、捉えきれていない。ニーズがあって、使いたい人

というのは一部の人だけではないかという部分もある。今まで使っていた人は使いたいが、そ

れを使って、何かしようという人はどれくらいいるかということです。 

今回の施策は、行政がこうせい、ああせいという領域ではないので、本当に市民のニーズと

して要るのかということがあるのですね。 

ただ、評価表とか活動記録がわりとすっきりしているのと、地域スポーツクラブというのは

理念としてはすごくいい理念だと思います。 

あと、やはり施設ですね。例えば、地元で施設を運営していくのであれば、今の段階で渡し

てしまって、維持管理に出て行くだけというような形を、この財政規模では、今早い時期から

作らないといけないと思います。だとすると、もうちょっと見極めを期待して、さっきと比較

して「良」でいいのかなという気はします。 

委員長： それでは、それぞれ委員の方の評価が出揃いましたので、「良」の方が３人、「可」の評価が

１人でございますので、委員会としましては、この「生涯にわたって学び、活かす機会をつく

る」という施策につきましては、「良」の評価としたいと思います。 

それでは、また部局が変わりますが、交代を待って、休憩なしになりますが、よろしくお願い

します。 

 

③施策評価「第４章６ 行財政改革を推進する」 

委員長： それでは、引き続き会議を行います。本日の最後の施策は第４章第６節｢行財政改革を推進す

る｣というテーマです。まず担当部局のほうから説明をお願いします。 



 18 

事務局： 出席者で代わっている職員もおりますので、再度自己紹介をさせていただきます。 
【事業担当職員自己紹介】 

委員長： それでは、概要説明をお願いします。 
部局長： 【 施策の概要（現状報告等を含む）について説明 】 
委員長： それでは、ただ今の説明に基づきまして、質問なり、ご意見をよろしくお願いします。 

委 員： このコストのところですが、２２年度の計画のところで３千万減らすということになってい

るのですが、これは一体どういうことでしょか。 

それと、最初のときに伺った財政的な問題が何か変わったのか、変わっていないのか、今は

どんな傾向なのかということをお聞かせいただきたいと思います。 

部局長： あとの方を先にお答えします。 
財政の展望、見通しというような中で、決して財政状況の見通しは好転するというような気

配はございません。 
そうした中で、２０年度予算から予算の枠配分方式というものを導入させていただきました。 
各部局に前年の予算を基本ベースにして、２０年の予算を配分していくなかで、施策的に重

点施策といったものについては、若干別扱いにしますけれども、基本的には各部局に枠配分を

行うことによって、予算の効率的な運営と、それぞれの部局による責任を持った予算編成を重

点的に取り組むということを、行財政改革の中で予算面では、何とか前年より予算ベースを減

額していくということもしてきました。 
委員長： 今のことで、具体的に金額はどれくらいになりますか。 

部局長： １９年度予算が約２３４億でしたものを２０年度当初予算で２１８億まで落としまして、今

年度は２１０億から出発しております。予算総額につきましては、減額で進んでいます。 

事務局： １つは事業評価表のほうで、一番大きな電子自治体推進事業の２２年度の分が空欄になって

しまっておりますが、機械の維持管理というようなものが中心ですので、そんなに下がるもの

ではありません。 

これが抜けてしまっていることと、あと少し集計のどこかで見られていなかった間違いがあ

るようでございます。 

３千万ほど下がるというような形になっていますが、実際に積み上げていきますと下がるは

ずのないものが多くありますので、施策評価表の２２年度集計で誤りがあるようでございます。 

実際にはほぼ横ばいになろうと思います。申し訳ございません。 

委 員： この施策で一番大きいのが、電子自治体推進事業で、その中で一番大きいのが京都府情報化

推進協議会負担金というのがあるのですが、これは何ですか。 
担当者： 南丹市の場合は、京都府の情報化推進協議会に加入しておりまして、住基のシステムをはじ

めとしまして基幹情報システムにつきましては、京都府の協議会にすべて入っておりまして、

この協議会のほうで庁舎内の情報化、電子自治体の情報化の取組みを管理していただいていま

す。 

システムについてもこちらのほうのシステムを使わせていただいているということで負担金

を支出しています。 

委 員： 予算と関係するのですけれども、施策評価表の事業欄に職員厚生費が載っているのですが、

他の施策評価では厚生費は入っていないのではないかと思いますが。事業ではないですよね。 

担当者： 職員厚生費につきましては、委員がいわれましたとおり、労安法に基づく検診等のいわゆる

義務的な経費と認識をしております。 

委 員： 他の施策評価表では、厚生費は事業欄には載っていないのですけれど。 

委 員： これは、定期健康診断をやるという事業のようですね。 

委 員： 職員の厚生費ですか。 
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部局長： そうです。厚生費といいましても、いわゆる健康診断だけの費用です。 

委 員： 義務的経費ですね。健康診断とか、やらなければいけないものの経費で、それをここに載せ

て行財政改革の中でどう見るかということで載せてあるということではないでしょうか。 

部局長： もっと他の厚生費も以前はありましたが、今ここでは職員健康診断だけでございます。 
委 員： それは、見直される対象の事業になっているのですか。 

部局長： 法律に基づく検診は、最低限必要ですので、極端に減らしていくということにはなりません。 
委 員： だから、あえて言えば、きちんとやっておられて皆さん受けておられるか、法律どおりやっ

ておられるかということと、１人当たりの費用が他に比べて過大であるとかいうことがあるか

もしれないということでしょうね。 

委 員： あるいは委託先を変えることによって、安くなるのではないかとか、そういう意味での検討

対象でしょうね。 

部局長： 職員の関係は、ここで一括しての費用ですので、他のところにはあがっていません。 
部局長： 以前でしたら、厚生費ということでレクリエーションなどの経費も、どこでもありましたが、

そういうことは最近、受け入れられなくなりましたので、こういう義務的な経費のみになって

います。 
あと、市町村で組織している職員厚生会の負担金は別にありますが、それ以外はこの健康診

断の経費のみです。 
委 員： ここには、予算がついているものだけがあがってきていますが、私が一番知りたいのは、職

員の適正配置とかがうまくいっているのかというところだったのですけれども、そこがシート

の中に表れないと気にしていました。 
そこのところが１点と、それから住民自治と団体自治の役割分担をどう考えていくかという

ようなこととか、実際にはボランティアというか無償であれこれできる世代というのは限定さ

れていて、無償では働いてくれない人がいっぱい出ているのではないか。それに経済も悪いの

で、何とか少しでも集まった税金が雇用を発生できるようになったら、そのほうがいいのでは

ないかと、個人的には思っています。 
そういう意味ではここに書いてある民間委託の、委託の主体が南丹市内の団体等になったほ

うが、お金が内部で循環しますので、みんなは活性化している、自分のところにもお金が回っ

てきているという気になるのではないかと思っています。 
その辺の見通しもこの中にはあがってきていないと思いますが、そのあたりはここで語られ

るのではなく、違うところで語られる予定があるのですか。 
事務局： 市民協働といわれている部分にきましては、４章３節の「多様な担い手のパートナーシップ

を育てる」で、協働と市民参画の仕組みづくりとか、政策形成や計画段階での協働、実施段階

での協働というようなことを触れておりますので、この分については、また別途評価をお世話

になりたいと思っています。 

委 員： 職員の定員の配置と管理についてはどうですか。 
部局長： １つのバロメーターとしては、例えば超過勤務の実績状況が、見ていただけるデータとして

はあると思います。 

なかなか超過勤務の時間数だけでは、判断できないかも分からないですけれども、１つの課

に超過勤務手当が多いということは、一般的にいえばそこに仕事が集中しているということが

言えるかも分からないので、そういうデータは見ていただける資料としては可能かなと思いま

す。 

それ以外に適正な配置がどうかというあたりについては、特別には今のところはやっていな

い状況です。 

担当者： １つには、ここに書いていますように適正な職員定員の管理ということで、定員適正化計画
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をまとめまして、進めているところでございます。 

平成１９年度に４６５人の職員であったわけですけれども、ここ２年間で２６人減らして、

４３９人になっています。 

平成２４年までの５年間で３８人を減らそうという計画でございますので、削減は進んでい

ると認識しておりますが、一方、先ほどのご意見もお伺いしていましたが、いわゆる施設が一

切削減されていない中で、人だけ減らすことは、実際はこれ以上追いつかない現状でございま

す。 

いわゆる類似団体といいまして、全国の人口なり、構成が似ている市があるのですが、そこ

と比較しましても、まだ１００人多い状況です。 

４３９人から、まだ１００人減らさないと、同じ規模の団体の職員数にならないということ

でございますので、やはり合併団体については、非常にイレギュラーな形で職員の定数管理を

進めなければならないというふうに感じております。 

今、１００人何が多いのかということになりますと、例えば、保育所の職員だけでも２０人

多い、保健師で１０人多くて、総務部門で２０人多い、あと農林、土木、都市計画、全部多い

のですけれども、すべての部署で職員が比較すると多いということになっています。 

やはり、総合支所を置いていたり、保育所の数、小学校の数が一向に減っていないというこ

とになりますと、一概に職員を減らすのは不可能というように感じています。 

このため、一定退職は進めていますが、採用を抑えている関係でなかなか新陳代謝が進まな

いという面もございまして、このあとに職員の研修費なんかもありますが、なかなか新しい職

員風土といいますか、南丹市の職員風土を作るというのが、難しいと感じています。 

職員配置につきましては、常に適正配置には努めておりますが、総数削減というふうには一

気にはいかないということでございます。 

委 員： 今、職員研修の話が出たわけですけれども、自治大学校への派遣研修というのが、目立って

大きな額ですが、１人当たりの研修費として４７万と大きいわけですけれども、これは何か経

緯があって、自治大学校へ行かせておかなければならないということがあるのですか。 

担当者： 今は総合政策室ができておりますけれども、職員全般の政策形成能力なり、行政管理能力を

いっぺんにあげるというのは難しいですけれども、総務省がやっています自治大学校につきま

しては、３ヶ月間、立川の自治大学校に入校しまして、基本的に憲法からもう１度、大学生の

ように勉強しなおして、３ヵ月後に帰ってくるというような研修でございます。 
委 員： 今のは、よくわかっているのですが、はっきりいえば、４７万も出してこんな遠くまで行か

すくらいなら、市内の大学に行けばよいという話もあって、それに見合っただけの効果が上が

っているのでしょうか。 

あるいはこれだけ政策系の学部、大学院なんかが全国で８０何ヶ所もある中で、自治大学校

自体要らないのではないかという疑問もないことはない。 

大学院との比較というのはさておいても、１人の方に、２月丸々離れて集中的に行って、他

の自治体の方なんかと交流を作られるという意義も大いにあるとは聞いていますし、プログラ

ム自体もいい先生を集めて充実しているということですが、１人の方に集中投資して、十分効

果が上がっているという説明が要るのかなと思います。 

担当者： 今年の３月に帰ってきまして、成果はというふうにいいますと、すぐに出るとは思っていま

せんが、特に３０代の女性職員を行かしたこともありまして、これからの幹部候補といえばお

かしいのですけれども、次の時代を引っ張っていってもらえる職員の育成を市長がもともと提

案されまして、３０代の女性ということで、今年度もそういう形で検討を進めているところで

ございます。 
委 員： 例えば、龍谷大学であれば、成績がよければタダで大学に入れたりするようなコースもあり
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ますので、自治体ですので、自治大学校というのもひとつの選択であることは認めますが、い

ろいろな検討をしていただきたいと思います。 

委 員： 総合政策室の方は、行財政改革を推進しなければいけないということで、行政評価推進委員

会ということで、携わっておられるので、意識としてはかなり変わってきておられると思いま

す。 

それが、市職員全体にどのように伝わっているのか、それらを解決するために何をするのか

のところで市民に市の現状を理解してもらう以前に市の職員の人、他の部局の人にどのように

伝わっているのかというのを、疑問に思っているのです。日頃、お付き合いさせていただいて

いる方々は分かっておられるのだけれども。 

職員研修とかもされていると思うのですが、どうなっているのかということを教えていただ

きたいと思います。 

部局長： 行政評価自体も、それぞれ先生方にお世話になりまして、昨年から出発させていただいたと

ころですが、昨年も後半からということで、事務局自身も当時は模索状態であったので、そう

いう点では、昨年は質問されても、また内容と資料とが合わないなど、いろいろ細かい部分も

ご指摘もいただきました。 

一定我々も今年度については、少し中身も変えていこうということで、昨年の事業評価から

施策の評価という形で、変更もさせていただく中で、取り組ませていただきました。 

そういう点で、昨年は抽出式で事業をやりました関係で、まったく関わらない部署、課、職

員がおりましたけれども、今年度につきましては、すべての所属長の事業評価もやり、また事

業の貢献度等の関係もさせていただいたということで、一人ひとりということは言いきれない

かも分かりませんけれども、すべての職員が行政評価の取り組みに対して、何らかの関わりは

持っていただいたということでありますし、そういう点では、当初よりはかなり関心というか、

意識は高まっていると思います。 

それと平行して、役職別の研修なんかも冬の間にさせていただきましたので、去年の後半か

らスタートですが、一定それぞれの職員の中に位置付けはしていただいているかなと思ってい

ます。これは、私の感想ですけれども。 

委 員： そういうことを書いてもらったらよいと思います。 

この事業評価は、自分がやっていることの評価みたいで、変な感じなのですが、せっかくや

ったのだからどんな効果が出てきたのかということを書いていただいたらよい。数値化できな

いとは思いますけれど。 

委員長： 人事評価システムとは関連していますか。 

担当者： まだ、人事評価システムは導入しておりません。 

委員長： 職員の意識となると、どうしてもそこと絡んでこないと。 

担当者： 職員の意識改革という話が出ていまして、私も前に財政の関係をやらせてもらっていまして、

平成２０年度の予算が一般財源の枠配分という形で、各部署に一般財源を枠配分して、それで

予算化をしてもらうという形で、従来ですと前年度これだけ組んでいたので、という形で多め

多めの要求だったのですけれども、自分たちで考えて自分たちで予算を組んでもらうという形

で、取組みを変更しました。 

そのときには、やはり戸惑いもあったし、反発もあったのですけれども、自分達で自分達が

やろうとする事業が組めるということで、その部分ではかなり意識改革、予算的な面ですが、

お金がないので自分達で工夫しなければならないというような、意識改革は、以前とは進んだ

というふうに思っています。 

ただ、どうしても厳しい状況ですし、なかなか選択ということに、職員がなれていない、ま

さにこの行政評価は選択をする手段としては、切っても切れない部分だと思いますので、そう
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した意味で職員も一定の理解のもとに、職員の意識も変わってきているというようには認識を

しております。 

委 員： 以前、この委員会で、市の財政は、予算を組めば、年度末までに全部使い切らなければいけ

ないというような話を聞きましたが、きっちり予算組みされているから、それを使い切るとい

うのが、本来の姿なのでしょうけれども、１年間の間にいろいろな波が多分あるのだろうと思

うのですが、例えば、無駄だったということがあったときに、それを必要なところに廻すとい

うシステムはあるのですか。 

担当者： 国とか府から補助金でいただくようなものについては、他の事業にもっていくというのは出

来ない状況です。 

ただ、市単独でやっているような部分につきましては、流用をしたりとか、期間があれば予

算の組み換えというような形は可能にはなると思いますけれども、大部分が国の補助なり、府

の補助、そして起債といいまして借入金を借りて事業をしますので、こういう事業をしますの

でお金を貸してくださいとか、補助金をいただきたいという形になっていますので、そういっ

た意味では他所に流用というか振り分けるというのは、難しい面があります。 

それと、もう１点、使いきりというお話が出ましたけれども、交付決定をいただきますと、

例えば、１，０００万の交付決定をいただきますと、それを実際には９００万しかいらなくて

も、１００万返しますということになると、上部機関との話があったりしますので、どうして

も使い切らざるを得ないというような状況もあると思います。 

時期が早ければそれが返せて、他の市町村にまわせるというようなこともあると思いますけ

れども。そういった状況ですので、制約がある場合もあります。 

委 員： 自主財源が少ないところでは、団体自治の部分ではすごく縛りがかかってくるということで

すね。 
委 員： もう一ひねりできないのかと思ったりもしますけどね。 

もう１つ、先ほど職員の研修とか、この動きを認識いただいているということですが、こう

いう資料を作るのに、余分な仕事が増えたというような声はないのですか。雰囲気的に。 
部局長： 私のほうへは、直接は入っていないですが、噂的には確かに、これだけの様式にきちっと納

めていこうとすると当然事務量は昨年よりは、まして活動記録というようなものも新たに我々

がすべての課に指示をしているということでは、当然事務的には、昨年に比べたら増えている

という点では、恐らく感想としてはでていると思います。 

担当者： その分で、時間外勤務手当は確実に増えております。 

委 員： これをすることによって、これだけの成果が上がったというものが出てくると、よかったと

いうことになるのだろうと思うのですが、その成果が１年先なのか、２年先なのか分からない

のですが、基本的にさせていただいたものが、今、しているのは去年の実績ですから、例えば

次の年に去年したものが、こういうふうな形で活かせたということになると、職員の意識もあ

がってくると思うのですけれど。今が一番しんどいときなのでしょうね。感想を申し上げまし

た。 
委員長： ４０分近く話はしましたが、評価作業に入りたいと思いますが、何かこれはというご質問が

ございましたら、承りたいと思いますけど、ご意見等ございませんか。 

それでは、時間も参りましたので、評価作業に入りたいと思います。本日３番目の施策の「行

財政改革を推進する」という施策の評価を行いたいと思います。 

委 員： また、「可」でお願いします。 
何故そうなるのかというと、あまり担当者自身の責任ということではないのですが、一番形

式的な理由としては、今やった施策が行財政改革の推進ですが、正直事業が行財政改革の推進

と関係ないといえば関係ないという気がします。 
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整理の仕方として、必ずしも行財政改革と直結していないのかなというのが、職員の研修と

いうのも回りまわって職員のレベルが上がって、運営能力が上がるというのはよくわかるので

すが、行財政改革の推進なのかなという疑問があります。 
最後にいろいろなものをまとめて計画書に入れているというのはよくわかるのですけれど、

施策と事業の結びつきが弱いかなと思います。 
そのなかでも中心的な事業というのは、当然行政評価になるわけですが、まずこれについて

問題があるから、これだけカットしたということですが、総合政策室はじめ、書類作りに努力

されて、また職員の皆さんが熱心に書いていただいて、昨年よりすごく良くなっていると思い

ますし、他の自治体に比べても、結構特色があっていいといえる点も多いと思います。 
例えば、今日の資料でも、ビジュアルにマッピングされて分かるようなものがでてきている

というのは、他所にはないことですし、事業記録がここまで仔細に書いてあることも全然ない

ことですし、これがあるから、自治大学校より龍谷や府大のほうがよいのではないですかとか、

行政評価やるなら星野さんより誰々がいいとか、具体的に成果を推定した上で、意見を言える

ようになっていますので、たいへんよいのではないかと思います。 
ただ、出来たら、期待としては、施策の評価をするときに説明をされる方が、こういう理由

で、今この施策はたいへん重要です、そのうえで構成する事業がそれぞれこういう理由で必要

不可欠であって、かつ内容的に必要十分なようによく考えられて、これしかないという形でや

りましたと、もう少し明確に言ってもらいたい。 
「こんな施策があってやっています。そのなかにはこんな事業があります。さあ、どうです

か。」と言われたら、「ああです。こうです。」となりますが、この制度のあり方として、この施

策が他の施策の中においても、今南丹のこういう状況において、こんなに大事なのだと、それ

を実現するためにこういう事業が必要不可欠だったのだということを言っていただいて、次の

年度はこうするつもりですということをもう少し言っていただけたら、良いと思うし、それが

意識改革され、行動も変わったという結果だと思います。 
次はそういうところにも期待をしたいということで、形は整ってきたということで、合格ラ

インは超えたという「可」でよいのではないでしょうか。あとは、この仕組み上の問題ですが、

予算外の改革努力というのは当然あるはずで、それがこの表には出てこないことと、その部分

がちょっと心配なので「可」にしたということです。 
正直、このお話を依頼されたときに最初に伺った危機的状況からすると、このペースでこん

なことをしていて、大丈夫かなという不安がないことはないです。 
どんな施策のもと、どんな事業をどんなつもりでやっていて、どんな実態だということは資

料があるわけですから、これを使って、どんな手を打つということをそろそろ考えないと、い

けないと思って厳しく「可」です。 
委 員： 先の委員のスタンスからいくと、同じ評価になると思うのですが、アンケートもとられたり、

行政価格の進捗状況ということで、こういうデータを集められたり、こういうものがあるから

こそ、次にいけると思っています。 

そのようなところからいいますと「可」の上の「良」という評価にさせていただいたらと思

います。 

委 員： 私も評価としては「良」とさせていただきたいと思います。 

かなり頑張って、行政評価システムを導入し、シートをここまで作ってこられたことを先導

されてきたというところで「良」の評価としたいのですが、評価シートの書き方自体はまだ問

題がありますのと、事業とか数値で表現できるものということにこだわりすぎたのかというこ

とで、住民が本当に知りたいことは何なのか、という情報を上手に出すというところは、アピ

ールの仕方を先導して上手にしていただかないと、聞いたらいっぱいでてくるのに、予算の事
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業にはなっていないけれど、職員が一生懸命頑張っているというところを引き出していかない

と、住民開示にはつながっていかないだろうという部分を、もう少し頑張っていただきたかっ

たと思います。 

委 員： 私も「良」でよいと思います。 

最初の委員が言われるのは非常によくわかります。こんなスピードでやっていてどうするの

か、ということもよくわかります。 

ただ、去年の後半からやって、ここまで良くやってこられたなと将来の期待をこめて。 

「可」にしてしまうと、後に残って、こんな事業止めてしまえということになると、やめて

も良いのだけれど、手法としてこういう行政評価をしたうえで、行財政改革をやらなければい

けないと、そのためのデータ、施策評価表とか、事業評価表、事業活動記録でプレゼンするの

だと。 

プレゼンする意識が今まで職員にはなかったと思う。それが少しずつでもでてきたというの

と、企業の内部統制であるとか、レジメンテーションと似たところがあって、書いてみること

によって、どれだけ意識が変わるのかというようなことを書いてほしかった。 

定量化できないことを表すのは非常に難しいことはあるのですが、市民に対して、だいぶ変

わりましたということをアピールして行財政改革を進めなければいけない。 

それと、ニーズがどこにあるのかということの判断材料を出していくとか、いろいろな面の

期待をこめて、「良」としたいと思います。 

委員長： 「行財政改革を推進する」という施策の各委員の評価は「良」が３人、「可」が１人というこ

とでございますので、当委員会の評価としましては、「良」としたいと思います。 

それでは、これで本日の評価作業は終わりたいと思います。 

 
４．その他 

委員長： 事務局のほうから、何かありましたらお願いします。 
事務局： 前回に次回、第５回の日程調整のほうをお願いしまして、１０月９日、金曜日ですが、午後

２時から防災会議室、ということでお世話になりたいと考えておりますので、よろしくお願い

します。 
委員長： それでは、これで本日の委員会は終わりたいと思います。どうもご苦労様でございました。 
 

以   上 
 


